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告 示
名古屋港管理組合告示第２８号
　名古屋港管理組合放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例（平成１４年名古屋港管理組合条例第７号）第４条
の規定に違反し、港湾施設等に放置されている自動車について廃物と認定するため、同条例第１０条第３項の規定に基づき次
のように告示する。
　　平成２３年９月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

１　下記の自動車の所有者等は、平成２３年１０月１４日までにこの自動車を撤去すること。
２　上記期限までに撤去されない場合は、廃物と認定し、管理者又は管理者の命じた者若しくは委任した者が、下記物件の
所有者等の負担において処分等を行う。

３　問い合わせ先　港営部港営課庶務係

塗　色登録番号等車　種　等所　　在　　地整理番号

紺名古屋５８０　ぬ　４３－８８ダイハツ　ミラ名古屋市中川区玉船町地先２３管００１

公 告
名古屋港管理組合公告
　名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年名古屋港管理組合条例第２号）第５条の規定に
基づき、平成２２年度における名古屋港管理組合の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表する。
　　平成２３年９月３０日

名古屋港管理組合管理者　　　　　　　
愛知県知事　大村　秀章　

１　職員の任免及び職員数に関する状況
　�　職員の採用及び退職数（平成２２年度）

　　※　「その他」には、死亡、分限免職、懲戒免職等があります。

（単位：人）

退職
採用

区分

職種 合計その他普通早期退職特例定年

１２０２０１０１４行政職

００００００技能労務職

１２
（１００％）

０
（０％）

２
（１６．７％）

０
（０％）

１０
（８３．３％）

１４
合計

（構成比）
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　�　職員の昇任及び降任の状況（平成２２年度）

※　「降任」には、地方公務員法第２８条による分限処分としての降任のほか、本人が希望する場合に降任することが
できる「自主降任制度」によるものがあります。

　�　部局別職員数

※　各年４月１日現在の一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する派遣職員、休職者等を含み、臨時
及び非常勤職員を除きます。

２　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
　�　人件費等の状況
　　ア　人件費の状況

　人件費は、人の雇用に伴う広い範囲の経費です。一般職職員への給料や各種手当をはじめ、専任副管理者や議員な
ど特別職職員への給料・報酬、共済組合への負担金等が含まれます。
　平成２２年度決算見込みの人件費は次のとおりです。

人件費の状況（平成２２年度決算見込み額）

イ　給与費
　給与とは給料、扶養手当等の各種手当及び民間のボーナスに相当する期末・勤勉手当等の総額から退職手当を除い
たものです。

　　　　平成２２年度決算見込みの一般職の給与費は次のとおりです。
　　職員給与費（平成２２年度決算見込み額）

　　※　職員数は、平成２３年３月３１日現在の人数です。
 

（単位：人）

降任
昇任

部長級次長級課長級課長補佐級係長級

１１４８１０９

（単位：人）

職員数
区分

（Ｂ）－（Ａ）平成２３年度　（Ｂ）平成２２年度　（Ａ）

△６５６３５６９管理者の事務部局

０６６監査委員事務局

０１１１１議 会 事 務 局

△６５８０５８６合計

（参考）平成２１年度の
人件費率

人件費率
（Ｂ／Ａ）

人件費
（Ｂ）

実質収支歳出額
（Ａ）

会計区分

％％千円千円千円

１４．５１２．７４，２６１，３１９１，４７１，５２９３３，５９３，８３２一 般 会 計

９．６１２．０４３２，０９１△６５４，１４４３，６０９，６９１施設運営事業会計

１８．１７．４３２５，１２３△３，５６９，７３９４，３９５，０３４埋 立 事 業 会 計

１４．１１２．１５，０１８，５３３△２，７５２，３５４４１，５９８，５５７合計

一人当たり
給与費　　
（Ｂ／Ａ）

給与費一般職
職員数
（Ａ）

会計区分 計
（Ｂ）

その他の
手当　　

期末・　
勤勉手当

給料

千円千円千円千円千円人

７，２１２３，２８１，３６０６３６，４４２７６６，１０４１，８７８，８１４４５５一 般 会 計

６，４５８３５５，１６３５７，５１４８４，１７８２１３，４７１５５施設運営事業会計

６，８７７２６８，２２２４７，９９４６３，５５０１５６，６７８３９埋 立 事 業 会 計

７，１１２３，９０４，７４５７４１，９５０９１３，８３２２，２４８，９６３５４９合計



３名古屋港管理組合公報　第４８４号　平成２３年９月３０日

　�　初任給や平均給与等の状況
　　ア　初任給
　　初任給など

　　※　平成２３年４月１日現在のものです。
イ　平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢
職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢

※　平成２３年４月１日現在のものです。
平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の合計です。

　　行政職の課長以上の職員の給料は、「特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例（平成１９年名古屋港管理組合
　条例第４号）」により、現在減額しています。（　）内は減額措置がないものとした場合の額です。
ウ　経験年数別・学歴別平均給料月額
職員の経験年数別・学歴別平均給料月額

※　平成２３年４月１日現在のものです。
　採用時からの経験年数に基づき標準的な昇給をした場合の給料月額を表しています。

�　給料の決定
ア　級別職員数
級別職員数

※　平成２３年４月１日現在のものです。

 

２年経過日の給料月額初任給区分職種

１９９，１００円１７４，０００円大学卒業程度
行政職

１５１，０００円１４４，１００円高校卒業程度

１４６，４００円１３９，８００円高校卒業程度技能労務職

平均年齢平均給与月額平均給料月額職種

３９．９歳
３９４，７４５円
（３９５，２８８円）

３３６，７０２円
（３３７，２４５円）

行政職

４１．０歳３５４，６８３円２９９，９６７円技能労務職

経験年数
２０年

経験年数
１５年

経験年数
１０年

区分

３５７，９００円３０９，７００円２６９，７００円大学卒
行政職

３０９，７００円２６９，７００円２１５，５００円高校卒

２７４，０００円２３７，２００円１９７，１００円高校卒技能労務職

計９級８級７級６級５級４級３級２級１級区分

特に指定
する職

部長課長総括係長係長主任
職員

（特に高度）
職員

（相当高度）
職員

（定型的業務）
標準的な職務内容

人人人人人人人人人人

職員数 ５４９１１２７１５０７５９７１０１１３４８

％％％％％％％％％％

構成比 １０００．２２．２１２．９９．１１３．７１７．７１８．４２４．４１．４

％％％％％％％％％％１年前の
構成比

参考
１０００．２２．１１３．１８．６１４．５１４．８１９．９２３．６３．２

％％％％％％％％％％５年前の
構成比

１０００．２２．３１２．２５．６２３．１５．０２０．１２８．５３．０
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イ　昇給への勤務成績の反映状況
　職員の昇給については、昇給日の属する年度の前年度を勤務成績判定期間とし、勤務成績が良好とされた職員の昇
給号給数は４号給、特に良好とされた職員の昇給号給数は６号給となります。
　平成２２年度における、勤務成績が特に良好とされ昇給した職員の状況は次のとおりです。

昇給への勤務成績の反映状況

　�　手当の状況
ア　期末・勤勉手当
一般職の期末・勤勉手当の支給割合

※　支給割合は、平成２３年４月１日現在の制度です。
（　）内は課長以上の場合です。
役職上の段階、職務の級、勤務成績等による加算措置があります。
職員一人当たりの平均支給年額は、平成２２年度決算見込みで１，６５２，４９８円です。

イ　地域手当
　地域手当の支給率は、給料＋管理職手当＋扶養手当の月額の合計の１０％（東京駐在代表の業務に従事する者は１８％）
であり、職員一人当たりの平均支給月額は、平成２２年度決算見込みで４３，３５６円です。

ウ　扶養手当
扶養手当の支給要件及び支給月額

※　支給要件及び支給月額は、平成２３年４月１日現在の制度です。
　　職員一人当たりの平均支給月額は、平成２２年度決算見込みで１１，５９２円です。
エ　住居手当
　自らが居住する住居に係る費用を負担している職員に支給しています。なお、平成２２年４月１日以降、世帯主以外
の職員への支給を廃止しています。

住居手当の支給要件及び支給月額

※　支給要件及び支給月額は、平成２３年４月１日現在の制度です。
　　職員一人当たりの平均支給月額は、平成２２年度決算見込みで１，９５９円です。

比率（Ｂ／Ａ）
特に良好とされ

昇給した職員数（Ｂ）
全職員数（Ａ）

％人人

２０．２１１２５５４

（単位：月分）

合計勤勉手当期末手当支給月

１．９
（１．９）

０．６７５
（０．８７５）

１．２２５
（１．０２５）

６月期

２．０５
（２．０５）

０．６７５
（０．８７５）

１．３７５
（１．１７５）

１２月期

３．９５
（３．９５）

１．３５
（１．７５）

２．６
（２．２）

年　間

支給月額支給要件

１４，２００円配偶者

１

ア　被扶養者１人につき６，０００円

イ　６，７００円

ウ　１１，２００円

２　被扶養者１人につき４，０００円

３　上記のそれぞれの額に、被扶養者１人につき５，０００円

加算

配偶者以外の被扶養者

１　２人目まで

ア　次のイ、ウの場合以外

イ　扶養親族でない配偶者がある場合の１人目

ウ　配偶者がない場合の１人目

２　３人目以降

３　１５歳～２２歳の子がいる場合

支給月額支給要件

２，５００円世帯主
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オ　通勤手当
通勤手当の支給要件及び支給月額

※　支給要件及び支給月額は、平成２３年４月１日現在の制度です。
　　職員一人当たりの平均支給月額は、平成２２年度決算見込みで１５，９８３円です。
カ　特殊勤務手当
特殊勤務手当

※　手当の種類は、平成２３年４月１日現在の制度です。
キ　超過勤務手当
　正規の勤務時間外に勤務した職員に支給しており、支給総額などは次のとおりになります。現在、効率的な行政運
営を行うことによる超過勤務時間の縮減に取り組んでいます。

超過勤務手当

※　平成２２年度決算見込みの額です。
　休日給及び夜勤手当を含みます。

ク　退職手当
　退職手当は、退職時の給料月額に勤続年数や退職事由に応じた支給率を乗じて算出しています。現行の支給割合は
次のようになっています。

退職手当

※　平成２３年４月１日現在の支給割合です。
　平成２２年度に退職した職員一人当たりの平均支給額は、平成２２年度決算見込みで、自己都合の場合１，１３４千円、定
年・勧奨の場合２５，２７９千円です。

 

支給月額支給要件

運賃相当額（月５０，０００円を限度）
（６ヶ月定期券等の価格を一括支給）

交通機関利用者

交通用具の種類や使用距離により１，０００円～２０，９００円交通用具利用者

全職種区分

８．４％職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２２年度実績）

２４４円職員一人当たりの平均支給月額（平成２２年度決算見込み）

８種類手当の種類（手当数）

・交替制による夜間勤務
・係船浮標、ボイラー、揚排水ポンプ、こう門暗きょ
又は港内排水口内における不良箇所の修理、内部の
清掃等の作業
・風水害その他非常災害により破壊され、又はそのお
それのある場合の橋りょう、河川、堤防、建物等の
応急復旧又は防ぎょの作業

支給額の高い手当の業務
（支給額が定額で定められている
ものに限る。）

代表的な手当
・水面上又は地上８メートル以上の足場の不安定な箇
所において行う作業
・交替制による夜間勤務
・係船浮標、ボイラー、揚排水ポンプ、こう門暗きょ
又は港内排水口内における不良箇所の修理、内部の
清掃等の作業

多くの職員に支給されている手
当の業務（平成２２年度実績）

職員一人当たり平均支給月額支給総額

３２，４８６円２１５，５８０千円

定年・勧奨自己都合区分

２７．３３１２月分
４２．１４０８月分
５９．２８　月分
５９．２８　月分

２１．００月分
３３．７６月分
４７．５２月分
５９．２８月分

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度

定年前早期退職特例措置として、年齢５５歳以上かつ勤続２５年以上で退職する
者には退職手当の算定基礎となる給料月額に退職の時の年齢に応じて４％か
ら２０％加算しています。

その他の加算措置
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ケ　その他の手当

※　支給要件及び支給額は、平成２３年４月１日現在の制度です。
�　特別職の報酬等
　専任副管理者には、給料、地域手当、期末手当及び退職手当が、議長、副議長及び議員には議員報酬が支給されます。
　なお、専任副管理者については、平成２２年４月１日以降、給料については２０％を、期末手当については１０％を、それ
ぞれ減額しています。議長、副議長及び議員については、平成２１年１２月１日以降、議員報酬の額のうち８％を、それぞ
れ減額しています。
ア　特別職の報酬等

※　給料・報酬月額及び期末手当の支給割合は、平成２３年４月１日現在のものです。
　専任副管理者には給料が、議長、副議長及び議員には議員報酬が支給されます。
　（　）内は、「特別職の職員及び職員の給与の特例に関する条例（平成１９年名古屋港管理組合条例第４号）」及び 
「名古屋港管理組合議会の議員の議員報酬の特例に関する条例（平成２１年名古屋港管理組合条例第２号）」による減
額措置がないものとした場合の額です。

イ　専任副管理者の退職手当の支給水準
　　給料月額　×　在職月数　×　１００分の４５
※　平成２３年４月１日現在の制度です。

　�　勤務時間の状況
　職員の勤務時間は、原則として１週間につき３８時間４５分とし、その勤務の割振りは月曜日から金曜日までとしていま
す。また、１日の勤務時間の割振りは、午前８時４５分から午後５時１５分までとし、その途中に４５分の休憩時間を設け、
７時間４５分としています。
　防災・危機管理に関する職場や入港船の船席指定や無線通信に携わる職場等業務の性質上、上記の原則によることが
適当でない職員については、特別の定めをしています。
�　休暇制度
　休暇には、年次休暇、特別休暇、臨時休暇、介護休暇及び代日休暇があります。
ア　年次休暇の使用状況
　年次休暇は、年に２０日与えられ、その年次は４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わります。また、その年次に使
用しなかった年次休暇の日数は、翌年次に限り繰り越して使用することができます。平成２２年度における平均使用日
数は、１４日です。

イ　特別休暇等の状況
　�　特別休暇

　　　　　特別休暇の内容は次のとおりです。

支給額支給要件手当の種類

月額
８７，０００円～１４０，０００円

課長以上の職員に支給管理職手当

交通距離に応じて月額
２３，０００円～６８，０００円

異動等で配偶者と別居し単身で生活する職員に支給単身赴任手当

勤務１回につき
８，０００円～１５，０００円

課長以上の職員が臨時又は緊急の必要等により週休日（勤務時
間が割り振られていない日をいいます。）又は休日に勤務した
場合に支給

管理職員特別
勤 務 手 当

勤務１回につき
４，４００円～５，６００円

日直勤務又は宿直勤務を命ぜられた職員に対し支給宿日直手当

期末手当給料・報酬月額

６月期　１．４０月分
　１２月期　１．５５月分　
合　計　２．９５月分

８８０，０００円
（１，１００，０００円）

専任副管理者

６６，２４０円
（７２，０００円）

議 長

５３，３６０円
（５８，０００円）

副 議 長

３５，８８０円
（３９，０００円）

議 員
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特別休暇

※　平成２３年４月１日現在の制度です。
　�　臨時休暇

　臨時休暇は、厚生に関する計画の実施又はその他の事由により必要があると認めた場合に、任命権者が与えるも
のです。平成２２年度に職員に与えられた臨時休暇は次のとおりです。

臨時休暇

　�　介護休暇
　介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷又は疾病等により日常生活を営むのに支障がある
ものの介護をするため、勤務しないことが相当と認められる場合に、６月以内で認められます。平成２２年度におけ
る、取得者数は次のとおりです。

介護休暇の取得者数

　
�　育児休業等に関する制度

　育児休業等に関する制度には、３歳に満たない子を養育するため休業することができる育児休業制度と、小学校就学
の始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務時間の一部（１２０分を限度）について勤務しないことができる部分休
業制度があります。
　平成２２年度における取得者数は、次のとおりです。
育児休業及び部分休業取得者数

※　同一の者が複数回にわたって育児休業を取得した場合、その数を１として計上しています。

日数種類

妊娠の期間を通じて１週間妊 娠 障 害 休 暇

出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）前の日から出産後８
週間を経過する日まで

産 前 産 後 休 暇

１回につき２日生 理 休 暇

５日結 婚 休 暇

１日～７日忌 引 休 暇

５日ボランティア休暇

付与日数種類

５日夏期休暇

（単位：人）

取得者数区分

０男性職員

０女性職員

０合計

（単位：人）

うち両休業
取得者数

部分休業
取得者数

育児休業
取得者数

区分

０２０男性職員

２１０１４女性職員

２１２１４合計
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３　職員の分限及び懲戒処分の状況
　�　処分事由別分限処分者数（平成２２年度）

処分事由別分限処分者数

　　※　法とは地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）をいいます。
　条例に定める事由とは、公共的施設などで職務に関連する事項の研究などに従事する場合や外国政府等の招きによ
り職務に関連する業務に従事する場合などです。
　同一の者が複数回にわたって同一の規定により分限処分に付された場合、その数を１として計上しています。

�　処分事由別懲戒処分者数（平成２２年度）
処分事由別懲戒処分者数

※　法とは地方公務員法をいいます。

 

（単位：人）

合計降給休職免職降任区分

勤務実績が良くない場合
（法第２８条第１項第１号）

心身の故障のため職務遂行に支障がある等の場合
（法第２８条第１項第２号）

職に必要な適格性を欠く場合
（法第２８条第１項第３号）

職制等の改廃等により過員等を生じた場合
（法第２８条第１項第４号）

６６
心身の故障のため長期休養を要する場合
（法第２８条第２項第１号）

刑事事件に関し起訴された場合
（法第２８条第２項第２号）

条例に定める事由による場合
（法第２７条第２項）

６０６００合計

０法第２８条第４項により失職した者

（単位：人）

合計免職停職減給戒告区分

法令違反
（法第２９条第１項第１号）

職務上の義務違反又は怠慢
（法第２９条第１項第２号）

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
（法第２９条第１項第３号）

０００００合計
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４　職員の服務の状況
　�　服務規律の徹底

　職員に服務規律の徹底を図るため、必要に応じて通達を発したり、職員研修の一環として公務員倫理に関する講座を
設けるなど、職員の倫理保持や職務の公正な執行を確保し、本組合行政に対する住民の信頼を失わないよう努めていま
す。
ア　服務規律確保のための通達
　職員の服務規律の確保を図るため、次のとおり通達を発しました。

通達一覧

イ　公務員倫理に関する研修
　平成２２年度に実施した公務員倫理に関する研修は次のとおりです。

研修実施状況

�　セクシュアル・ハラスメント対策
　本組合では、名古屋港管理組合セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱を策定し、次のような取組により、
良好な職場環境の維持に努めています。
①　研修の実施
②　苦情相談の窓口として、職場内に職員から選任された相談員の設置
③　苦情相談に対応するセクシュアル・ハラスメント防止委員会の設置
④　弁護士等の有識者による外部相談員の設置
�　営利企業等の従事制限
　平成２２年度の営利企業等への従事許可件数は０件です。

 

件名通達年月日

参議院議員通常選挙における職員の服務規律の確保について平成２２年６月１８日

年末年始における職員の綱紀の保持について平成２２年１２月１５日

名古屋市長選挙、愛知県知事選挙及び名古屋市議会の解散投票における職員の服務規律
の確保について

平成２３年１月１４日

名古屋市議会議員選挙及び愛知県議会議員選挙における職員の服務規律の確保について平成２３年３月４日

受講者数受講対象
公務員倫理に関する講座を
設 け た 研 修 の 名 称

１４人平成２２年度採用職員新規採用職員研修

１６人平成２２年度４級昇格選考試験受験予定者実務主任者研修

１９人係長昇任１年以上の者新任係長研修

１０人平成２２年度課長補佐級昇任職員新任管理職研修
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５　職員の研修及び勤務成績の評定の状況
　�　職員の研修について

　すべての職員がより高い問題意識を持ち、総合的な能力を培うことで、組織の活力発展を図るため、次のような研修
を実施しました。
研修実施状況

　　※　平成２２年度に実施した研修のうち主なものを記載しました。

 

受講者数主な内容対象者研修名区分

１３人
公務員倫理、接遇、地方公務員制度、名古屋
港の概要、本組合の組織、文書事務、公所見
学、行政課題研究等

平成２２年度採用職員新規採用職員研修

一
般
研
修

１４人
名古屋港の港湾整備計画・管理運営、本組合
の行財政、政策課題研究等

平成２０年度採用職員実務修得者研修

１６人公務員倫理、政策課題研究等
平成２２年度４級昇格選
考試験受験予定者

実務主任者研修

１９人
ＪＳＴ基本コース、公務員倫理、政策課題研究
等

係長昇任１年以上の者新任係長研修

１０人
外部講師による講演、公務員倫理、政策課題
研究等

平成２２年度課長補佐級
昇任職員

新任管理職研修

１５人職場研修の実践方法の習得
係長級職員で新任係長
研修既受講者

職場研修指導者研修

特
別
研
修

７９人ＭＳワード・エクセル等受講を希望する職員パソコン研修

６１人その時々の重要課題から演題を選択聴講を希望する職員行政課題セミナー

２人�公務人材開発協会
係長級以上の職員で特
に選考された者

指導者養成派遣研修

派
遣
研
修

１人中国港湾物流視察団参加特に選考された職員海外派遣研修

５人�日本港湾協会主催特に選考された職員港湾行政派遣研修
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�　勤務成績の評定の概要及び活用状況
ア　制度の概要
　能力・成果主義を推進するため、本組合では次のような制度を実施しています。

※　平成２３年４月１日現在の制度です。
　評価者はＳ評価２割以内、Ａ評価３割以内で評価を決定します。
　調整者は、全体的見地から不均衡を是正し、最終的にＳ評価２割以内、Ａ評価３割以内で評価を決定します。

イ　評価結果の活用状況
　これら制度の評価結果（評語）に応じて、期末・勤勉手当の「管理職加算率」及び「役職段階別加算率」が決定さ
れることになり、評価に応じて期末・勤勉手当が支給されます。

６　職員の福祉及び利益の保護の状況
　�　安全管理について

ア　安全管理に対する取組状況

イ　公務災害補償等

　　※　平成２２年度に認定された件数です。
 

係長級課長補佐級課長級部次長級区分

職員業績評価制 度

課長、担当課長又は事務所長部長、室長又は担当部長専任副管理者評 価 者

部長、室長又は担当部長専任副管理者調 整 者

①係内でのリーダー
シップ・部下の育成
②業務遂行のプラン
ニング・係マネジメ
ント
③課長に対する補佐・
アシスト

①意欲・責任感
②指導力・統率力
③企画力・判断力
④人格・識見
⑤課長に対する補佐・
アシスト

①意欲・責任感
②指導力・統率力
③企画力・判断力
④人格・識見
⑤調整力・交渉力

①行政経営能力
②リーダーシップ
③危機管理・風土改革
④人望・信頼感
⑤調整・交渉力

評 価 要 素

毎年　４／１～３／３１評価対象期間

毎年５月評 価 時 期

Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃの４ランク評価ランク

評語ごとに期末・勤勉手当に反映給与上の反映

概要項目

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に基づき安全衛生委員会を設置安全衛生委員会の設置

雇入時安全衛生教育・交通安全講習会・その他安全管理に関する研修等の実施安全管理に関する研修等

安全管理規程に基づき、統轄安全管理者・安全管理者・安全係員・作業主任者を
設置

安全管理者等の設置

作業環境等の改善のための安全パトロール、産業医等による職場巡視を実施
安全パトロール・職場巡視
の実施

件数

１件公務災害認定

０件通勤災害認定
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　�　健康管理について
ア　健康診断等の実施状況

イ　健康の保持増進

�　福利厚生について
ア　職員寮の管理運営

※　平成２２年４月１日現在のものです。
イ　共済組合への加入
　職員及びその被扶養者の医療保険を担い、健康増進や退職した職員の年金支給など職員の相互救済を目的として、
地方公務員等共済組合法に基づき組織されている名古屋市職員共済組合に加入しています。

ウ　互助会の設置
　職員の相互扶助及び福利増進を目的として、名古屋港管理組合職員互助会を規約に基づき設置しています。

　　※　平成２３年３月３１日現在のものです。

 

５７９人
２５１人

２４人
５７９人
２人

１２人
６人
９人

一般定期健康診断
一般定期健診
管理健康診断

特別定期健康診断
深夜業務従事者健診
ＶＤＴ作業従事者健診
騒音業務従事者健診

その他
海外派遣者健診
新規採用職員健診
退職時人間ドック

概要項目

健康管理講演会の開催健康に関する啓発活動

雇入時安全衛生教育、メンタルヘルス研修会（セルフケ
ア）等を実施

健康教育・研修等

１０人（男性　８人、女性　２人）入寮者数

７１０人会員数

事業の概要事業名

福利厚生施設の管理運営、レクリエーション大会の運営、施設利用等の斡旋
など

厚生事業

会員・家族の慶弔についての祝金等、災害による損害に対する給付金等の支
給、学資金・生活資金等の貸付

給付・貸付事業
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７　公平委員会の業務の状況
　本組合が公平委員会の業務を委託している愛知県人事委員会から、平成２２年度における、勤務条件に関する措置の要求
の状況及び不利益処分に関する不服申立ての状況について、次のとおり報告がありました。
�　勤務条件に関する措置の要求の状況（平成２２年度）

　�　不利益処分に関する不服申立ての状況（平成２２年度）

名古屋港審議会委員の委嘱を、下記の者は解かれた。
大　村　秀　章　　（９月７日）

名古屋港審議会委員に、下記の者が委嘱された。
河　村　たかし　　（９月８日）

備考件数区分

０前年度からの繰越件数  （ Ａ ）

０当年度中の新規要求件数  （ Ｂ ）

０当年度中取扱い件数  （Ｃ＝Ａ＋Ｂ）

０当年度中終了件数  （ Ｄ ）

０次年度への繰越件数  （Ｅ＝Ｃ－Ｄ）

備考件数区分

０前年度からの繰越件数  （ Ａ ）

０当年度中の新規要求件数  （ Ｂ ）

０当年度中取扱い件数  （Ｃ＝Ａ＋Ｂ）

０当年度中終了件数  （ Ｄ ）

０次年度への繰越件数  （Ｅ＝Ｃ－Ｄ）

審 議 会 事 項

発行所　名古屋市港区港町１番１１号

名古屋港管理組合






